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 都市計画マスタープラン全体構想  都市計画マスタープラン全体構想 

頁 見直し案 頁 現行計画 

3 １．四日市市都市計画マスタープランの役割と構成 

（３）都市計画マスタープランの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 １．四日市市都市計画マスタープランの役割と構成 

（３）都市計画マスタープランの構成 

3 １．四日市市都市計画マスタープランの役割と構成 

（３）都市計画マスタープランの構成 

 

 

3 １．四日市市都市計画マスタープランの役割と構成 

（３）都市計画マスタープランの構成 

 

 

  

市民主体のまちづくり
土地利用の規制・誘導

都市施設の整備

四日市市総合計画

即
す
る

地区から提案された「まちづくり構想」を基礎に
地域 地区別構想を策定することになっています

都市計画マスタープランが
土地利用の基準であることを規定しています

都市計画マスタープランに合ったものであれば
住民などが都市計画を提案できます

部門別計画
○立地適正化計画
○都市総合交通戦略
○地域公共交通計画
○緑の基本計画
○道路整備の方針
○住生活基本計画 など

四日市市都市計画マスタープラン

全体構想

○概ね20年後の市の将来像
○土地利用や都市施設の整備などまちづくりの方針
○土地利用の基準

地域・地区別構想

○概ね10年間の地域づくりの計画

※全体構想の方針に合っている範囲内で、
地域の土地利用や整備の計画を盛り込みます

全体構想の方針に合っている範囲で、住民の合意に基づき、
地域・地区単位での土地利用や整備の計画が提案できます

公聴会の開催など、
市民が都市計画に参加する機会を設けています

都市計画の提案

【都市計画まちづくり条例】

反映

目標

都市計画の決定・変更

基づく

三重県都市計画区域マスタープラン

即
す
る

地区まちづくり構想

○地域住民が都市計画マスタープランの
地域・地区別構想を提案するものです

都市の形成

四日市市総合計画

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

即
す
る

地区まちづくり構想

○地域住民が都市計画マスタープランの
地域・地区別構想を提案するものです

地区から提案された「地区まちづくり構想」を基礎に
地域 地区別構想を策定することになっています

都市計画マスタープランが
土地利用の基準であることを規定しています

都市計画マスタープランに合ったものであれば
住民などが都市計画を提案できます部門別計画

○緑の基本計画
○道路整備計画
○住生活基本計画 など

四日市市都市計画マスタープラン

全体構想

○概ね20年後の市の将来像
○土地利用や都市整備などまちづくりの方針
○土地利用の基準

地域・地区別構想

○概ね10年間の地域づくりの計画

※全体構想の方針に合っている範囲内で、
地域の土地利用や整備の計画を盛り込みます

全体構想の方針に合っている範囲で、住民の合意に基づき、
地域・地区単位での土地利用や整備の計画が提案できます

公聴会の開催など、
市民が都市計画に参加する機会を設けています

都市計画の提案

【都市計画まちづくり条例】

反映

目標

都市計画の決定・変更

基づく

三重県都市マスタープラン

即
す
る

基本的
な指針

市民主体のまちづくり土地利用の規制・誘導 都市の整備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市計画マスタープラン地域・地区別構想の策定状況】 
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地区まちづくり構想 提案済・
地域・地区別構想 策定済（１９地区）

地区まちづくり構想 提案済（２地区）

地区まちづくり構想 策定中（１地区）

地区まちづくり構想 未策定（６地区）

大矢知

楠

共同・同和・中央・港・浜田

下野

常磐

令和 7 年 2 月 14 日時点 

【都市計画マスタープランの構成】 

【都市計画マスタープラン地域・ 

地区別構想の策定状況】の図を追加 

【都市計画マスタープランの構成】 

の図を更新
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 都市計画マスタープラン全体構想  都市計画マスタープラン全体構想 

頁 見直し案 頁 現行計画 

4 ２．策定の背景 

● わが国の社会は、これまでの成長社会の中で、経済や社会制度が発展し、便利で快適な生活を送れるよ

うになり、令和の時代を迎え、さらに今後は精神的豊かさや生活の質の向上、個人の自立やコミュニテ

ィの再生等を重視する「成熟社会」への移行が見込まれます。また、人口減少・少子高齢化社会の本格

到来、地球規模での環境問題、発生が危惧される南海トラフ地震や気候変動による豪雨等の自然災害へ

の対応などが、大きな課題となってきています。 

● このような、社会情勢等の変容は四日市市においても同様であり、人口増加を前提としたまちづくりで

はなく、「成熟型社会における人口減少・少子高齢化」という背景を踏まえ、本市の規模に見合った、

計画的かつ効率的な「まちづくり」（都市計画）により、多様化する市民、社会のニーズへの適切な対

応や、カーボンニュートラルや SDGsなどの持続可能な社会の実現に向けた取組が必要です。 

● …このため、時代の潮流や社会情勢が加速度的に変化している中であっても、市民一人ひとりが豊かで

幸せに暮らせる持続可能な都市を創造していくために、「ゼロからイチを生み出すちから イチから未

来を四日市」をまちづくりの最上位理念として掲げ、「子育て・教育安心都市」「産業・交流拠点都市」

「環境・防災先進都市」「健康・生活充実都市」の４つの将来都市像の実現に向け、共にまちづくりに

取り組んでいく必要があります。 

4 ２．策定の背景 

● ２１世紀を迎えたわが国の社会は、これまでの経済的な豊かさを追求した高度経済成長の時代から、安

定した成長のもとで、国民ひとりひとりの暮らしの充実やゆとりを求める時代へと変わりつつありま

す。また近年では、少子高齢社会の到来や地球規模での環境問題などが、大きな課題となってきていま

す。 

このような、社会・経済の変容は四日市市においても同様であり、これまでのように、急激に成長して

きた経済に引っ張られ、後追い的に住宅団地や産業用地の開発による市街地の拡大を行うのではなく、

本市の規模に見合った、計画的かつ効率的な「まちづくり」（都市計画）により、多様化する市民、社

会のニーズに適切に対応していくことが必要です。 

 

● …このため、市民や事業者など、本市に関わりを有するあらゆる主体が「住んで良かった」「住み続け

たい」と実感でき、市外からも「訪れたい」「住みたい」と思ってもらえる「みんなが誇りを持てるま

ち四日市」を目標として掲げ、共にまちづくりに取り組んでいかなくてはなりません。 

 

5 ３．まちづくりの基本的な考え方 

（１）生活者の視点に立つまちづくり 

⚫ これまでは、経済発展を優先するとともに都市化への対応に追われ、産業の振興や、都市の根幹的な

構造をつくることが中心となっていましたが、時代の変化とともに身近な居住環境の整備・改善など

にも取り組んできたところです。 

⚫ これからも、まちの活力の維持発展に加え、より市民が暮らしやすい四日市のまちをつくりあげるた

め、これまで育んできたまちづくりの経緯や歴史・文化、多様化する市民ニーズなども踏まえた生活

者の視点に立ったまちづくりを進めます。 

5 ３．まちづくりの基本的な考え方 

（１）生活者の視点に立つまちづくり 

● これまでは、経済発展を優先するとともに都市化への対応に追われ、産業の振興や、都市の根幹的な

構造をつくることが中心となり、身近な居住環境の整備・改善などには、行き届かないところもあり

ました。 

● これからは、まちの活力の維持発展に加え、より市民が暮らし易い四日市のまちをつくりあげるため、

生活者の視点に立ったまちづくりを進めます。 

 

5 ３．まちづくりの基本的な考え方 

（２）既成市街地等の再整備と有効活用 

⚫ 既存の市街地や産業用地の中には、時代の変化とともに、生活や経済活動上、使いづらくなっている

部分があります。このような地域では、道路などの都市基盤を再整備し、土地の有効活用や土地利用

の転換を進めます。 

⚫ また、道路や下水道などの都市基盤整備が既に完了している地域において、既存ストックの有効活用、

公共空間の再編や遊休土地の活用により、住環境の向上を図ります。 

⚫ さらに、都市の活力の維持・創出に向け、市の玄関口である中心市街地を高次な都市機能が集積する

都市空間へ転換を進めるとともに、広域交通の利便性や土地利用状況などを踏まえ、製造業を中心と

した企業誘致に向けた産業用地の土地利用誘導を図ります。 

⚫ …なお、既成市街地において、将来のまちづくりに向けて土地利用計画の変更が必要となる場合は、

土地利用の動向や都市機能の状況などから都市全体への影響を検証したうえで、必要に応じて用途地

域の見直しを行います。 

5 ３．まちづくりの基本的な考え方 

（２）既成市街地等の再整備と有効活用 

⚫ 既存の市街地や産業用地の中には、時代の変化とともに、生活や経済活動上、使いづらくなっている

部分があります。このような地域では、道路などの都市基盤を再整備し、土地の有効活用や土地利用

の転換を進めるとともに、発生が危惧されている東海・東南海地震や地球温暖化などを背景とした異

常気象などを踏まえて都市防災機能の向上を図ります。 

⚫ また、道路や下水道などの都市基盤整備が既に完了しているにもかかわらず、利用されていない土地

を有効活用します。 
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 都市計画マスタープラン全体構想  都市計画マスタープラン全体構想 

頁 見直し案 頁 現行計画 

6 ３．まちづくりの基本的な考え方 

（３）誰もが移動しやすい交通環境づくり 

⚫ 本市の都市形成の過程で整備されてきた幹線道路、生活道路などの交通基盤や鉄道、バスなどの公共

交通は、市民生活や産業活動を支える重要な役割を担っており、引き続きまちづくりと連携し、IoTを

活用した交通サービスの充実、地域交通拠点の整備、循環道路網の形成、渋滞箇所の改良などを組み

合わせながら、交通ネットワーク機能の維持・充実に向けた取組を進めます。 

⚫ また、高齢社会の到来の中で、鉄道、バスなどの公共交通の重要性が一層高まっていることから、こ

れらを活用した中心市街地と居住地や就業地を結ぶ公共交通ネットワークの構築による歩いて暮らせ

るまちを目指し、自動運転など新技術も活用して、歩行者や自転車にも配慮した誰もが移動しやすい

交通環境づくりに取り組みます。 

6 ３．まちづくりの基本的な考え方 

（４）誰もが移動しやすい交通環境づくり 

⚫ 本市の都市形成の過程で整備されてきた幹線道路、生活道路などの交通基盤や鉄道、バスなどの公共

交通は、市民生活や産業活動を支える重要な役割を担っており、引き続き交通ネットワーク機能の維

持や強化を進めます。 

 

⚫ また、高齢社会の到来の中で、今後は鉄道、バスなどの公共交通の重要性がいっそう高まってくるこ

とから、これらを活用したまちづくりを目指し、歩行者や自転車にも配慮した誰もが移動しやすい交

通環境づくりに取り組みます。 

7 ３．まちづくりの基本的な考え方 

（５）安全・安心なまちづくり 

⚫ 平成 23年 3月に発生した東日本大震災は、従来の想定を超える広範囲での大きな揺れと大津波により

未曽有の被害をもたらし、令和 6 年 1 月に発生した能登半島地震では、家屋の倒壊や火災による被害

のほか、主要道路やライフラインにも甚大な被害が及びました。当地域においても、南海トラフで発

生する海溝型地震や内陸の活断層による直下型地震等の大規模地震の発生が危惧されており、地震・

津波災害に対応したまちづくりは切迫した課題です。 

⚫ また、近年、気候変動の影響により、水災害が激甚化・頻発化し、全国各地で度々大きな被害が発生

しており、国・都道府県・市町村・企業等のあらゆる関係者の協働によるハード・ソフト一体の水災

害対策「流域治水」の取組が進められています。 

⚫ 本市は、古くから港を中心に発展し、鉄道等の都市基盤の発達とあわせて臨海部から市街地が形成さ

れており、これまでも大規模な地震災害や自然災害が発生してきた中で、その対策を講じるなど災害

に強いまちづくりに取り組んできました。 

⚫ こうした経緯を踏まえ、大規模災害時においても人命・財産を守り、一定の生活が維持されるよう、

引き続き、社会インフラの耐震化や内水対策など必要なハード対策を推進するとともに、ハード対策

だけでは対応しきれない災害リスクの周知や自助・共助を促す取組をはじめとしたソフト対策を進め

るなど、ハード・ソフト両面から災害対応力のある安全・安心なまちづくりに取り組みます。 

－  

8 ４．土地利用の基本方針 

（１）全体的な方向 

①コンパクトシティ・プラス・ネットワークによる持続可能なまちづくりに向けて 

● …このような都市構造の中で、市民が暮らし続けられる持続可能なまちを実現していくには、都市形

成の中で育んできた都市基盤や公共資本などの既存ストックを有効に活用しながら、交通ネットワー

クと連携した「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりや多様な災害リスクを踏ま

えた安全・安心なまちづくりを進めるとともに、無秩序な市街地の拡大を抑制し、豊かな自然環境や

優良な農地の保全を図る必要があります。 

7 ４．土地利用の基本方針 

（１）全体的な方向 

①暮らし続けられる（持続可能な）まちづくりに向けて 

● …このような都市構造の中で、市民が暮らし続けられる持続可能なまちを実現していくには、既成市

街地の活性化を図るとともに、短期的な利益や市場原理に任せた無秩序な市街地の拡大を抑制し、豊

かな自然環境や優良な農地の保全を図る必要があります。 

  

まちづくりの基本的な考え方に 

「安全・安心なまちづくり」を新たに追加
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 都市計画マスタープラン全体構想  都市計画マスタープラン全体構想 

頁 見直し案 頁 現行計画 

9 ４．土地利用の基本方針 

（２）市街化区域の土地利用 

 

8 ４．土地利用の基本方針 

（２）市街化区域の土地利用 

 

9～ 

13 

４．土地利用の基本方針 

（２）市街化区域の土地利用 （３）市街化調整区域の土地利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8～ 

12 

４．土地利用の基本方針 

（２）市街化区域の土地利用 （３）市街化調整区域の土地利用 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ４．土地利用の基本方針 

（２）市街化区域の土地利用 

②港及び臨海部工場地帯 

⚫ 四日市港では、こうした時代の変化に対応するため、高速道路と市中心部や臨海部を結ぶ道路ネット

ワークの強化によるインターアクセスの向上、新たな道路整備や産業空間の確保などにより、港湾物

流機能の高度化を進め、本市の活力の源として、港や臨海部工場地帯の十分な活用を図ります。 

⚫ 一方、臨港地区の中でも、四日市港発祥の地である四日市地区の再生に向け、国・県・四日市港管理

組合などと連携しながら取り組むほか、市民が安心して訪れ、出会い、交流することのできる、市民

に開かれた港づくりを促進します。 

⚫ また、霞ヶ浦地区における脱炭素化推進地区の指定や水素・アンモニアの受け入れ環境の整備等、脱

炭素化に向けた取組を促進します。 

8 ４．土地利用の基本方針 

（２）市街化区域の土地利用 

②港及び臨海部工場地帯 

⚫ また、四日市港では、こうした時代の変化に対応するため港湾物流機能の高度化を進めています。このため、高

速交通網へのアクセス改善や都市基盤の再整備などにより、本市の活力の源として、港や臨海部工場地帯の十分

な活用を図ります。 

⚫ 一方、臨港地区の中でも、港を訪れる市民のためのサービス施設の立地など、四日市港管理組合などと連携して

分区規制のあり方の見直しなどにより、市民が安心して訪れることのできる、市民に開かれた港づくりを促進し

ます。 

  

凡例【例：①臨海部等の既成市街地】 
土地利用方針図凡例（P23） 

ゾーンと 
土地利用 
方針図の 
どの地域 
特性が該 
当するか 
を示す 

 

     

    
 

①臨海部等の既成市街地 ②港及び臨海部工場地帯 ③中心市街地【中心拠点】 ④既成の住宅団地等 ⑤住宅団地に隣接した既成市街地 

⑥部分的に市街化が 
進行している地域 

①保全地域 ②既存集落地域 ③内陸型産業用地 ④市街化調整区域内の開発予備地 

①臨海部等の既成市街地 ②港及び臨海部工場地帯 ③中心市街地【中心拠点】 ④既成の住宅団地等 ⑤住宅団地に隣接した既成市街地 

⑥部分的に市街化が 
進行している地域 

①保全地域 ②既存集落地域 ③内陸型産業用地 ④市街化調整区域内の開発予備地 

凡例を追加 

地域特性ごとの凡例を修正 
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 都市計画マスタープラン全体構想  都市計画マスタープラン全体構想 

頁 見直し案 頁 現行計画 

10 ４．土地利用の基本方針 

③中心市街地【中心拠点】 

⚫ このため、近鉄四日市駅や JR四日市駅周辺等において、駅前広場やバスターミナル（バスタ四日市）、

歩行空間等の整備などによる交通結節機能の強化、公園の高質化等の整備を進めるとともに、民間投

資の誘導を図ります。 

⚫ また、新図書館等拠点施設や大学など広域的な都市機能の集積を図り、今後とも市民が集まり交流す

る場としての機能を維持しつつ、土地の高度利用や土地利用転換によって都心居住を進め、中心商業

地を支える人口を増やし、本市の中心市街地の活性化を推進します。 

⚫ また、JR四日市駅周辺では、交通結節機能の拡充に加え、港にいたる自転車、歩行者動線の整備を進め

ることで都市的土地利用への転換を促し、都市と港が一体となったまちづくりを進めます。 

⚫ なお、中央通りの再編にあわせ、沿道を含め一体的な景観形成を図るとともに、先端技術を取り入れた

中心市街地のスマート化に取り組みます。 

8～9 ４．土地利用の基本方針 

③中心市街地 

⚫ このため、今後とも市民が集まり・交流する場としての機能を維持しつつ、土地の高度利用や土地利

用転換によって都心居住を進め、中心商業地を支える人口を増やし、本市の中心市街地の活性化を推

進します。 

⚫ また、JR四日市駅周辺では、駅前広場の再整備などによる交通結節機能の拡充や旧港にいたる自転車、

歩行者動線の整備を進めることで都市的土地利用への転換を促し、都市と港が一体となったまちづく

りを進めます。 

 

10 ４．土地利用の基本方針 

④既成の住宅団地等 

● あわせて、公園など公共空間の再編や公共施設・公共用地の活用により、住環境の向上とともに新た

な住宅の供給を図ります。（新たに追記） 

9 ４．土地利用の基本方針 

④既成の住宅団地等 

 

12 ４．土地利用の基本方針 

（３）市街化調整区域の土地利用 

①保全地域 

● 自然共生ゾーン内の豊かな自然や優良な農地は、次の世代に引き継ぐべき重要な資産です。このため、

農業の健全な育成と樹林地や里山の保全に向けた土地利用を進めます。 

10 ４．土地利用の基本方針 

（３）市街化調整区域の土地利用 

①保全地域 

● 自然共生ゾーン内の豊かな自然や優良な農地は、次の世代に引き継ぐべき重要な資産です。このため、

農林業の健全な育成と樹林地や里山の保全を中心とした土地利用を進めます。 

12 ４．土地利用の基本方針 

（３）市街化調整区域の土地利用 

②既存集落地域 

⚫ 今後、既存集落におけるさらなる高齢化などにより、地域コミュニティの維持が困難になることが懸

念されています。このため、地区計画制度の活用や空き家等の利活用の促進など、既存ストックを活

用しながら集落の維持・再生を図るほか、公共交通ネットワークの軸である鉄道駅周辺では一定の居

住を許容する土地利用制度の検討を進めます。 

10 ４．土地利用の基本方針 

（３）市街化調整区域の土地利用 

③既存集落地域 

⚫ 今後、農村集落におけるさらなる高齢化などにより、地域コミュニティの維持が困難になることが懸

念されています。このため、必要に応じて、地区計画制度を活用し、定住促進などの対策を講じます。 

12 ４．土地利用の基本方針 

（３）市街化調整区域の土地利用 

③内陸型産業用地 

⚫ また、広域高速交通の I.C周辺や北勢バイパスの主要な交差点付近においては、開発機運の高まりも想定

されることから、既存の道路などの都市基盤に負荷がかからない範囲で土地利用を促し、周辺の自然や農

業環境との調和を図ります。 

⚫ なお、これらの都市的土地利用にあたっては、市街化調整区域の豊かな自然や農業環境を積極的に保

全していく観点から、本市の発展に寄与し、土地利用が確実と判断されるもののみとします。 

10 ４．土地利用の基本方針 

（３）市街化調整区域の土地利用 

②内陸型産業用地 

⚫ また、広域高速交通の I.C周辺や北勢バイパスの主要な交差点付近においては、開発圧力の高まりも懸念

されることから、既存の道路などの都市基盤に負荷がかからない範囲に限定して土地利用を促し、周辺の

自然や農業環境との調和を図ります。 

⚫ なお、市街化調整区域の豊かな自然や農業環境を積極的に保全していく観点から、本市の発展に寄与

し、土地利用が確実と判断されるもののみとします。 

  

公共空間の再編等により住環境の向上や新たな住宅の供給を図る旨を追記
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 都市計画マスタープラン全体構想  都市計画マスタープラン全体構想 

頁 見直し案 頁 現行計画 

13 ４．土地利用の基本方針 

④市街化調整区域内の開発予備地 

● 市街化調整区域は、無秩序な市街地の拡大を抑制する地域であり、都市活用ゾーンにあっても、自然

や農地の保全を基本とすることが望まれます。特に、農業振興地域内の農用地区域では、農業の健全

な育成に向けた土地利用を進めます。 

● …その際には、農地や自然環境を保全しつつ、将来の土地利用を計画し、都市的機能を導入する際には、

既存の道路などの都市基盤へ負荷がかからない範囲で、農地や自然環境と調和した緑を多く残した土地

利用を図ります。 

● 北勢バイパスの整備に伴い広域交通の利便性が高まる区域においては、産業政策と連携しながら、製

造業を中心とした新たな企業立地や再編に必要な土地利用を誘導するとともに、地方創生、観光、防

災など多様な機能を有する道の駅の設置に取り組みます。 

● なお、これらの都市的土地利用にあたっては、市街化調整区域の農地や自然環境を保全していく観点

から、土地利用が確実と判断されるもののみとします。 

11 ４．土地利用の基本方針 

④市街化調整区域内の開発予備地 

⚫ 市街化調整区域は、無秩序な市街地の拡大を抑制する地域であり、都市活用ゾーンにあっても、自然

や農地の保全を基本とすることが望まれます。特に、農業振興地域内の農用地区域では、農業の健全

な育成を中心とした土地利用を進めます。 

⚫ …その際には、農地や自然環境を保全しつつ、将来の土地利用を計画し、都市的機能を導入する際に

も、農地や自然環境と調和した緑を多く残した土地利用を図ります。 

15 ４．土地利用の基本方針 

②商業・業務地の方針 

リニア中央新幹線開通の効果を最大限享受できるよう、中心市街地において中央通りの再編をはじめと

した再開発プロジェクトを進めるとともに、図書館や大学、大規模商業施設など多くの人が訪れ、学び、

楽しみ、交流するような機能を有する施設の新たな立地については、中心市街地への誘導を基本とします。 

【中心市街地におけるにぎわいの創出】 

近鉄四日市駅から JR四日市駅周辺等において、駅前広場や歩道、公園の高質化等の整備を進め、再開発

など民間投資を誘導し、商業・業務機能の強化や大規模集客施設の集積を図ります。 

また、都心居住の促進や図書館・大学をはじめとした教育文化施設などの公共公益施設の立地促進を図

り、多様な魅力ある商業・業務地の形成を目指します。 

あわせて、鉄道やバスなどの交通結節機能の強化や歩行空間、自転車通行空間の整備、JR四日市駅から

港への自由通路の計画の推進などにより、居心地が良く歩きたくなる魅力的なまちなかを形成するととも

に、にぎわいや回遊性の向上を図ります。 

13 ４．土地利用の基本方針 

② 商業・業務地の方針 

大規模な商業施設やアミューズメント施設などの大規模集客施設の新たな立地については、中心市街地

への誘導を基本とします。 

 

【中心市街地における賑わいの創出】 

市街地の再整備などによる商業・業務機能の強化や大規模集客施設の集積を図ります。また、都心居住

の促進や文化施設や福祉・医療施設などの公共公益施設の立地促進を図り、多様な魅力ある商業・業務地

の形成を目指します。 

 

併せて、鉄道やバスなどの交通結節機能の強化や歩行空間や自転車走行空間の整備を進め、にぎわいや

回遊性の向上を図ります。 

16 ４．土地利用の基本方針 

③ 工業地の方針 

【臨海部コンビナート地区の機能再編と機能強化】 

臨海部の産業空間については、現行の工業系の用途地域や臨港地区の指定を維持しつつ、霞ヶ浦地区に

おいて、コンテナ取扱機能の移転・集約化等により機能の効率化を図ります。 

さらに、大規模地震時等でも海上コンテナ物流機能を維持するため、耐震強化岸壁を備えた施設整備を

促進するとともに、臨港交通体系の南北軸の強化に向けた新たな道路整備や産業空間の確保を促進します。 

また、工場立地法に基づく緑地を市民に触れ合えるような場所に誘導するなど、企業や市民の協働による

緑地空間を創出し、良好な産業空間の形成を図るとともに、霞ヶ浦地区における脱炭素化推進地区の指定

や水素・アンモニアの受け入れ環境の整備等、脱炭素化に向けた取組を促進します。 

14 ４．土地利用の基本方針 

③ 工業地の方針 

【臨海部コンビナート地区の機能再編と機能強化】 

臨海部の産業空間については、現行の工業系の用途地域や臨港地区の指定を維持し、遊休地の利活用を

含めて産業機能の充実や高度化を図ります。 

 

 

また、工場立地法に基づく緑地を市民に触れ合えるような場所に誘導するなど、企業や市民の協働によ

る緑地空間を創出し、良好な産業空間の形成を図ります。 

 

  

新たな産業系土地利用誘導を図る旨を追記
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 都市計画マスタープラン全体構想  都市計画マスタープラン全体構想 

頁 見直し案 頁 現行計画 

17 ５．都市基盤施設整備の基本方針 

（１）交通施設 

⚫ モータリゼーションの進展に伴う自動車交通の増加により、市内の各所で渋滞が発生しています。道

路整備に対する市民の関心は常に高く、交通改善のためには道路整備が不可欠です。 

⚫ 円滑な都市活動や都市機能の強化には、広域化する人・物の流動を支えるとともに、こうした交通が

生活道路に流れ込まないようにする広域幹線道路網の整備が必要です。このため、交通量が多く慢性

的な渋滞をきたしている南北方向の交通機能を強化する幹線道路網や速やかな高速交通網への接続を

可能とする東西方向の幹線道路網の整備を促進します。 

⚫ また、こうした広域幹線道路の整備や市内の渋滞状況等を踏まえ、渋滞が顕著な交差点や中心部周辺

のネック点解消に必要な道路整備を進めます。 

⚫ さらに、歩行空間から幹線道路にいたるまで、道路の受け持つ機能を考慮し、各関係機関と連携しな

がら、各々の道路の役割を明確にし、交通の安全に配慮した整備を進めます。 

⚫ 一方、自動車交通の利便性を追及するだけでは、一層の自動車交通の増加を招き、大気汚染や騒音な

ど生活環境が更に悪化するだけでなく、鉄道やバスなどの公共交通機関の利用が減少し路線の減便や

廃止など重要な都市機能が失われます。 

⚫ このため、市民、交通事業者、行政機関など、市内の交通に関わる関係者が一堂に会し、関係者相互

の調整により一体となった取組を「四日市市都市総合交通戦略」として取りまとめ、自動車交通を円

滑にするだけの道路整備にとどまらず、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの持続可能なまち

づくりを支える公共交通ネットワークの維持・再編を進めます。 

⚫ 市の玄関口となる近鉄四日市駅や JR四日市駅周辺等においては、駅前広場やバスターミナル（バスタ

四日市）、歩行空間等の整備など、交通結節機能を強化するとともに、郊外部の商業施設や駅などか

ら基幹的な公共交通に快適に乗り換えができる交通結節点の整備に取り組みます。 

⚫ また、ICT・IoT技術を活用しながら、環境にも配慮した低炭素な公共交通機関の利用促進や利便性の

向上を図るとともに、自動運転などの新技術の導入による多様な交通サービスの提供、デマンド交通

等による交通空白地域における交通手段の確保に取り組みます。 

⚫ さらに、ユニバーサルデザインを採り入れながら、歩いて暮らせるまちづくりを支える歩行空間や、

自転車で移動しやすいネットワークの整備など、公共交通や自転車・徒歩等を含めた多様な交通手段

が利用できる交通環境づくりを進めます。 

15 ５．都市基盤施設整備の基本方針 

（１）交通施設 

⚫ モータリゼーションの進展に伴う自動車交通の増加により、市内の各所で渋滞が発生しています。毎

年実施している、市政アンケートでも道路整備に対する市民の関心が常に上位を占めており、交通改

善のためには道路整備が不可欠です。 

⚫ しかし、自動車交通の利便性を追及するだけでは、一層の自動車交通の増加を招き、大気汚染や騒音

など生活環境が更に悪化するだけでなく、鉄道やバスなどの公共交通機関の利用が減少し、路線の廃

止などの重要な都市機能が失われます。 

⚫ このため、市民、交通事業者、行政機関など、市内の交通に関わる関係者が一堂に会し、関係者相互

の調整により一体となった取り組みを四日市市都市総合交通戦略として取りまとめ、自動車交通を円

滑にするだけの道路整備にとどまらず、環境にも配慮した公共交通機関の利用促進や利便性の向上、

ユニバーサルデザインを採り入れた歩行空間や自転車で移動しやすい環境整備など、総合的な観点か

ら交通問題に対応していきます。 

⚫ さらに、歩行空間から幹線道路にいたるまで、道路の受け持つ機能を考慮し、各々の道路の役割を明

確にし、交通の安全に配慮した整備を進めます。 

⚫ また、円滑な都市活動や都市機能の強化には、広域化する、人・物の流動を支えるとともに、こうし

た交通が生活道路に流れ込まないようにする広域幹線道路網の整備が必要です。このため、交通量が

多く慢性的な渋滞をきたしている南北方向の交通機能を強化する幹線道路網や速やかな高速交通網へ

の接続を可能とする東西方向の幹線道路網の整備を進めます。 

18 ５．都市基盤施設整備の基本方針 

（２）排水処理施設 

⚫ また、本市の臨海部の市街地部分は地盤が低く、雨水排水の条件に恵まれていない状況にあり、大規

模な水害も発生しています。近年、気候変動の影響や開発等に伴う都市化の進展、集中豪雨等による

降雨量の増加等により、水路からの溢水や道路冠水、住宅への浸水被害の発生リスクが高まっており、

対応が必要となっています。 

⚫ このため、集中豪雨等による浸水被害などから市民の生命、財産を守るべく、調整池や貯留管、雨水

幹線の整備・延伸、ポンプ場の整備などの雨水排水対策を迅速に進めます。 

⚫ あわせて、国や県と連携しながら、河川の整備・改修を行うとともに、宅地からの雨水流出抑制策や

丘陵地や農地の保全による保水機能の確保を図るなど、市民や企業と市が一体となって総合的な治水

対策に取り組みます。 

15 ５．都市基盤施設整備の基本方針 

（２）排水処理施設 

⚫ また、本市の臨海部の市街地部分は地盤が低く、雨水排水の条件に恵まれていない状況にあり、大規

模な水害も発生しています。このため、集中豪雨等による浸水被害などから市民の命、財産を守るた

め、河川改修や下水道、調整池、ポンプ場の整備などと併せ、宅地からの雨水流出抑制策や丘陵地や

農地の保全による保水機能の確保など、市民や企業と市が一体となって取り組む総合的な雨水排水対

策を進めます。 

 

  

交通ネットワークに係る記載の強化など全体を通して見直し

集中豪雨等踏まえて記載内容を見直し
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 都市計画マスタープラン全体構想  都市計画マスタープラン全体構想 

頁 見直し案 頁 現行計画 

18 ５．都市基盤施設整備の基本方針 

（３）都市の運営に必要な都市施設 

⚫ なお、社会経済情勢の変化などに伴い、施設の規模や目的などの変更が見込まれる施設については、

その必要性やまちづくりへの影響などを検証したうえで、必要な見直しを行います。（新たに追記） 

16 ５．都市基盤施設整備の基本方針 

（３）都市の運営に必要な都市施設 

 

19 ６．自然や緑の保全・創出の基本方針 

（１）樹林地、農地、水辺空間等の保全 

⚫ …一方、樹林地や農地は、人口減少・高齢化の進展に伴う担い手不足や後継者不足などにより管理不

全の状況が見られるとともに、太陽光発電施設設置などの土地利用転換による減少が進んでいます。

（新たに追記） 

⚫ このため、景観計画の運用を継続しながら、関係部局・関係機関が連携し、樹林地や農地を保全する

とともに、市民が安全に自然に触れられる環境を整備するほか、都市的土地利用の際には自然環境に

配慮した土地利用を促進します。 

（２）市街地における緑の保全と創出 

⚫ …さらに、市街地では、地区のまちづくりやニーズにあわせた身近な公園が不足する地域への公園整

備や利用の低下している小規模な既存公園等の集約・統合を進めます。（新たに追記） 

⚫ また、臨海部地域の市街地では、工場地帯や物流港湾地域との間に、市民の憩いの場となり、防災機

能や緩衝的な役割を果たす連続した緑の保全・創出に努めます。 
⚫ …このため、公園緑地や道路等の公共空間におけるグリーンインフラの維持管理や創出を図るととも

に、市民や自治会等の地縁団体、NPO、ボランティア団体、事業者などとの役割分担を明確にし、連携

した取組により自然環境の保全と創出に努めます。 

17 ６．自然や緑の保全・創出の基本方針 

（１）樹林地、農地、水辺空間等の保全 

 

 

 

 

⚫ このため、樹林地や農地を保全するとともに、市民が安全に自然に触れられる環境を整備します。 

 

 

（２）市街地における緑の保全と創出 

 

 

 

⚫ また、臨海部地域の市街地では、工場地帯や物流港湾地域との間に、市民の憩いの場となり、防災機

能や緩衝的な役割を果たす連続した緑の創出に努めます。 
⚫ …このため、市民・市民活動団体、企業との役割分担を明確にし、連携した取り組みにより、自然環

境の保全と創出に努めます。 

  

社会情勢などを踏まえて都市計画 

施設の必要な見直しを行う旨を追加

メガソーラーの立地に関連する 

樹林地・農地の課題や対応方針を追加

公園整備に関する方針を追加
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 都市計画マスタープラン全体構想  都市計画マスタープラン全体構想 

頁 見直し案 頁 現行計画 

20 ７．安全・安心なまちづくりの基本方針 

（１）災害リスクを踏まえたまちづくり 

⚫ 本市では、昭和 19 年に発生した東南海地震等の地震災害、伊勢湾台風や昭和 49 年集中豪雨、東海豪

雨等の自然災害などにより度々大きな被害を受けてきましたが、道路及び鉄道施設の耐震化や河川・

海岸・下水道等の整備を進めるなどまちの安全性の向上に取り組んできました。 

⚫ 近年においても、南海トラフ地震や内陸等における直下型地震などの大規模地震や、気候変動の影響

等により激甚化する自然災害の発生が危惧されており、大規模災害が発生しても、市民の生命や財産、

社会インフラなどに致命的な被害を負わないよう、災害を未然に防ぐ「防災」と被害を軽減する「減

災」の取組が必要となります。 

⚫ また、被災時に迅速かつ的確に復興に取り組めるよう、地籍調査や復興事前準備などの対策も進める

必要があります。 

⚫ このため、災害対応力のあるまちに向けて、国土強靱化地域計画や地域防災計画などの防災関連計画

に基づく、多様な災害リスクを想定したハード対策を進めます。 

⚫ あわせて、ハード対策だけでは対応しきれない災害ハザードなど防災情報の提供や地域防災力を高め

る取組を進めるとともに、あらゆる関係者が協働して災害リスクの回避・軽減や地域特性等を考慮し

た土地利用誘導を図るなどのソフト対策を進めます。 

（２）まちの耐震化・不燃化 

⚫ 中心市街地など土地の高度利用が進んでいる地域において、防火地域、準防火地域の指定等により市

街地の不燃化を図ります。 

⚫ また、臨海部既成市街地などの木造住宅密集区域を中心に、大規模火災時の延焼防止や消防車両等の

通行確保を図るため、狭あい道路の拡幅整備を推進します。 

⚫ さらに、住宅等の倒壊による逃げ遅れや避難経路の閉塞を発生させないため、住宅等の耐震化や老朽

危険家屋の除却を促進します。 

⚫ 被災時の対応や復旧に必要な道路、被災後すぐに必要となる上下水道施設や多くの人が訪れる施設な

どの社会インフラの耐震化を進めます。 

（３）浸水対応力の向上 

⚫ 流域全体の関係者が協働して、河川改修や下水道、調整池の整備を進めるほか、雨水貯留機能を有す

る都市農地や保水機能を有する四郷風致地区などの市街地外縁部の里山の保全、雨庭などのグリーン

インフラを生かした取組などの総合的な治水対策により、水災害に対する安全性の向上を図ります。 

⚫ 市街地の雨水排水対策については、床上浸水の多い箇所などから優先順位をつけて迅速に対策を進めます。 

（４）災害時の安全性の向上 

⚫ 緊急時の救助・救援を担う高規格幹線道路及び直轄国道、県管理道路の事業化区間の早期供用、およ

び未事業化区間の早期事業化に向けた働きかけや幹線道路等の橋梁耐震化を進めるとともに、防災機

能の向上に資する道の駅の設置に取り組みます。 

⚫ 被災時の避難場所等となる公園等のオープンスペースや避難路の確保を図ります。 

－  

  

安全・安心なまちづくりの基本方針を新たに章立て 

豪雨災害等踏まえて記載内容見直し
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 都市計画マスタープラン全体構想  都市計画マスタープラン全体構想 

頁 見直し案 頁 現行計画 

23 ９．土地利用方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ８．土地利用方針図 

 

 

24 10．将来都市構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  

  

 

 

 

 

 

 

 

８．土地利用方針図 

－20－ 

土地利用状況や都市基盤の整備状況など図を更新

将来都市構造図を新たに追加
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 立地適正化計画  立地適正化計画 

頁 見直し案 頁 現行計画 

1 第一章 立地適正化計画について 

1-1 立地適正化計画とは 

…支援措置が設けられています。令和 2年には法改正が行われ、頻発・激甚化する自然災害に対し、居住誘

導区域内の防災対策を盛り込んだ「防災指針」の作成が義務付けられるとともに、まちなかにおけるにぎわい

の創出に向けた取組に対する支援制度が設けられるなど、安全で魅力的なまちづくりの推進が図られていま

す。（新たに追記） 

1 第一章 立地適正化計画について 

1-1 立地適正化計画とは 

 

…支援措置が設けられています。 

 

 

 

2 ■立地適正化計画で定める事項 

▶防災指針 

  ・居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能の確保を図るための指針を当該指

針に基づく具体的な取組とあわせて定める 

2 ■立地適正化計画で定める事項 

 

16 第 3章 立地適正化計画における基本的な方針 

3-2 目指すべき将来都市構造 

…また、リニア中央新幹線や広域幹線道路の整備による将来ネットワークの活用も視野に、35駅を有する

鉄道と近鉄四日市駅を起点としたバスによる公共交通ネットワークの維持・再編を図り、中心拠点と地域拠

点等を都市の骨格となる公共交通軸である鉄道路線や基幹バス路線で結ぶとともに、機能の維持・強化を図

る地域拠点等と、それぞれの特性に応じて魅力を高める居住地とが効率よく結ばれた持続可能な都市構造の

形成を目指します。 

 

16 第 3章 立地適正化計画における基本的な方針 

3-2 目指すべき将来都市構造 

…また、リニア中央新幹線や広域幹線道路の整備による将来ネットワークの活用も視野に、35 駅を有する

鉄道と近鉄四日市駅を起点としたバスによる公共交通ネットワークの維持・再編を図り、機能の維持・強化を

図る拠点と、それぞれの特性に応じて魅力を高める居住地とが効率よく結ばれた持続可能な都市構造の形成

を目指します。 

 

   

法改正により記載が義務付けられた「防災指針」 

に関する記載を新たに追加

法改正により記載が義務付けられた「防災指針」 

に関する記載を新たに追加

鉄道と基幹バスが公共交通ネットワークの軸である 

旨明確化するとともに将来都市構造イメージを更新
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 立地適正化計画  立地適正化計画 

頁 見直し案 頁 現行計画 

21 第 4章 都市機能誘導区域について 

4-2 誘導施設の設定 

(1) 中心拠点において高度化・集約化を図るべき都市機能 

…■中心拠点における都市機能の集積状況と誘導方針 

中心拠点に必要な都市機能 集積状況と誘導方針 

教育 
文化 

市民全体を対象とした
教育文化サービスの拠
点となる機能 

・専門学校、学術研究施設などが立地している。大学は立地してい

ない。 

⇒人材育成、就労・定住や市外からの若い世代の増加によるにぎ

わいの創出など様々な効果が期待されるため維持・誘導を図る 

医療 
総合的な医療サービス
を受けることができる
機能 

・区域外に市立四日市病院や県立医療センター、羽津医療センター

など総合的な病院が立地している。 

⇒本計画における誘導施設には設定しないものの、市域を見通し

た施設配置を図る 
 

21 第 4章 都市機能誘導区域について 

4-2 誘導施設の設定 

(1) 中心拠点において高度化・集約化を図るべき都市機能 

…■中心拠点における都市機能の集積状況と誘導方針 

中心拠点に必要な都市機能 集積状況と誘導方針 

教育 
文化 

市民全体を対象とした
教育文化サービスの拠
点となる機能 

・専門学校、学術研究施設などが立地している。大学は立地してい

ない。 

⇒市外からの若い世代の増加など賑わいの創出や人材の育成、就

労・定住など様々な効果が期待されるため維持・誘導を図る 

医療 
総合的な医療サービス
（二次医療）を受けるこ
とができる機能 

・区域外に市立四日市病院が立地している。 

⇒本計画における誘導施設には設定しないものの、市域を見通し

た施設配置を図る 
 

25 第 5章 居住誘導区域について 

5-1 居住誘導区域の設定 

≪居住誘導区域の方向性を踏まえた区域の抽出≫ 

 

25 第 5章 居住誘導区域について 

5-1 居住誘導区域の設定 

≪居住誘導区域の方向性を踏まえた区域の抽出≫ 
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 立地適正化計画  立地適正化計画 

頁 見直し案 頁 現行計画 

26 ◎本市における災害ハザードと居住誘導としての考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 
 

■ハザードエリアの有無や安全対策の状況等 
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図
ら
れ
て
お
り
、
居
住
誘
導
区
域
か
ら
除
外
し
な
い

津
波
浸
水
想
定
区
域
(津

波
防
災
法
)

有

・河
川
、
海
岸
の
堤
防
・護

岸
の
整
備
促
進
、
河
川
改
修
、
津
波
防
護
施
設
の
管
理
・補

強
促
進

・津
波
避
難
マ
ップ
（
各
戸
配
布
）
に
よ
る
浸
水
区
域
等
の
明
示
、
災
害
リ
ス
ク
の
周
知
、
率
先
避
難
の
啓
発

・津
波
避
難
ビ
ル
の
指
定
（
要
配
慮
者
が
避
難
可
能
な
5
0
0
m
間
隔
）

・電
話
・F
A
X
、
ラ
ジ
オ
、
防
災
メ
ー
ル
、
防
災
行
政
無
線
、
広
報
車
等
に
よ
る
避
難
情
報
伝
達
体
制

・津
波
警
報
は
Jア
ラ
ー
ト
連
動
で
防
災
行
政
無
線
を
通
じ
て
情
報
発
信
、
緊
急
速
報
メ
ー
ル
・市

安
全
安
心
防
災

メ
ー
ル
も
発
信

ハ
ー
ド
対
策
の
ほ
か
、
リス
ク
の
周
知
と
と
も
に
津
波
避
難
ビ
ル
の
指
定
や
危
険
度

が
高
ま
っ
た
場
合
の
避
難
の
迅
速
化
に
向
け
た
体
制
の
整
備
な
ど
ソ
フ
ト
対
策
も

図
ら
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
居
住
誘
導
区
域
か
ら
除
外
し
な
い

た
だ
し
、
木
造
家
屋
が
全
壊
す
る
危
険
性
が
飛
躍
的
に
高
く
な
る
浸
水
深
2
m

以
上
の
区
域
に
つ
い
て
は
居
住
誘
導
区
域
か
ら
除
外

洪
水
浸
水
想
定
区
域
(水

防
法
)

有
・河

川
護
岸
整
備
や
河
川
改
修
、
下
水
ポ
ン
プ
場
整
備
等
の
推
進

・ハ
ザ
ー
ド
マ
ップ
等
に
よ
る
浸
水
区
域
等
の
明
示
、
災
害
リ
ス
ク
の
周
知
、
避
難
の
啓
発

・河
川
水
位
監
視
に
よ
る
避
難
情
報

(避
難
準
備
情
報
、
避
難
勧
告
、
避
難
指
示
）
の
発
令

・電
話
・F
A
X
、
ラ
ジ
オ
、
防
災
メ
ー
ル
、
防
災
行
政
無
線
、
広
報
車
等
に
よ
る
避
難
情
報
伝
達
体
制

ハ
ー
ド
対
策
の
ほ
か
、
リス
ク
の
周
知
と
と
も
に
河
川
水
位
の
監
視
に
よ
る
避
難
情

報
の
発
令
体
制
な
ど
ソ
フ
ト
対
策
も
図
ら
れ
て
い
る

浸
水
区
域
は
市
街
地
の
広
範
囲
に
渡
る
も
の
の
、
想
定
し
得
る
最
大
規
模
の

降
雨
の
想
定
で
あ
り
、
事
前
に
あ
る
程
度
の
予
測
・準

備
が
で
き
る
可
能
性
が
高

い
点
な
ど
も
考
慮
し
、
ハ
ー
ド
・ソ
フ
ト
両
面
の
対
策
の
推
進
を
前
提
に
居
住
誘

導
区
域
か
ら
除
外
し
な
い

家
屋
倒
壊
等
氾
濫
想
定
区
域
(水

防
法
)

有

津
波
災
害
警
戒
区
域
(津

波
防
災
法
)

な
し

ー

都
市
洪
水
想
定
区
域
な
ど
(特

定
河
川
法
)

な
し

ー

慎
重
に
判
断
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
区
域
（
市
独
自
）

■
南
海
ト
ラ
フ
地
震
や
断
層
帯
に
係
る
地
震
に

よ
り
地
震
被
害
が
想
定
さ
れ
る
区
域

有

・建
築
物
の
耐
震
不
燃
化
の
促
進

・災
害
対
応
力
向
上
に
向
け
た
道
路
網
の
整
備
、
道
路
施
設
や
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
施
設
等
の
安
全
化
等

・オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
、
既
成
市
街
地
の
再
編
な
ど
の
対
策

・防
災
マ
ップ
に
よ
る
啓
発
活
動
や
警
戒
避
難
体
制
の
整
備
を
は
じ
め
と
し
た
ソ
フ
ト
対
策

市
域
全
域
に
わ
た
る
大
地
震
と
な
る
等
、
除
外
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
な
い
こ
と

か
ら
、
各
対
策
の
推
進
を
前
提
と
し
、
居
住
誘
導
区
域
か
ら
除
外
し
な
い

■
南
海
ト
ラ
フ
地
震
や
断
層
帯
に
係
る
地
震
に

よ
る
液
状
化
の
危
険
度
が
高
い
区
域

有
・大

規
模
盛
土
造
成
地
の
基
礎
調
査
の
推
進

・広
範
囲
に
渡
る
も
の
の
発
生
箇
所
の
特
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
踏
ま
え
、
緊
急
輸
送
道
路
の
指
定
、
避

難
所
の
整
備
、
避
難
対
策
の
充
実
等
発
生
後
の
迅
速
な
対
応
を
目
指
す

液
状
化
区
域
は
ほ
ぼ
全
域
に
鉄
道
駅
が
配
置
さ
れ
る
等
、
除
外
す
る
こ
と
は
現

実
的
で
な
い
こ
と
か
ら
、
各
対
策
の
推
進
を
前
提
と
し
、
居
住
誘
導
区
域
か
ら
除

外
し
な
い

■
ハ
ザ
ー
ド
エ
リ
ア
の
有
無
や
安
全
対
策
の
状
況
等

◎本市における災害ハザードと居住誘導としての考え方

有無 居住誘導の考え方 【参考】安全対策等対応状況

なし － －

なし － －

有

有

なし － －

都市計画運用指針において原則として居住誘導区域に含まないこととすべきとされている区域

なし － －

有

リスクの周知とともに、危険度が高まった場合の避
難の迅速化に向けた体制の整備など対応も図られて
おり、こうした取組を継続することとし、居住誘導
区域から除外しない

・ハザードマップ等による災害リスク周知、避難啓発
・三重県土砂災害情報提供システム等による情報収集
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広
報車等による避難情報伝達体制

有

ハード対策のほか、リスクの周知とともに津波避難
ビルの指定や危険度が高まった場合の避難の迅速化
に向けた体制の整備などソフト対策の充実が図られ
ており、こうした取組を継続することとし、基本的
に居住誘導区域から除外しない
ただし、事前予測が困難である点を踏まえ、木造家
屋が全壊する危険性が飛躍的に高くなる浸水深２ｍ
以上の区域について、居住誘導区域から除外

・河川、海岸の堤防・護岸の整備促進、河川改修、津波
防護施設の管理・補強促進
・津波避難マップ（各戸配布）による浸水区域等の明
示、災害リスクの周知、率先避難の啓発
・津波避難ビルの指定
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広
報車等による避難情報伝達体制
・津波警報はJアラート連動で防災行政無線を通じて情
報発信、緊急速報メール・市安全安心防災メールも発信

洪水浸水想定区域
(水防法)

有

家屋倒壊等氾濫想定区域
(水防法)

有

高潮浸水想定区域
(水防法)

有

雨水出水浸水想定区域
(水防法)

有

洪水浸水想定区域
(水防法)

有

高潮浸水想定区域
(水防法)

有

雨水出水浸水想定区域
(水防法)

有

なし

なし

慎重に判断を行うことが望ましい区域（市独自）

有
市域全域にわたる大地震となる等、除外することは
現実的でないことから、各対策の推進を前提とし、
居住誘導区域から除外しない

・建築物の耐震不燃化の促進
・災害対応力向上に向けた道路網の整備、道路施設やラ
イフライン施設等の安全化等
・オープンスペースの確保、既成市街地の再編などの対
策
・防災マップによる啓発活動や警戒避難体制の整備をは
じめとしたソフト対策

有
液状化区域はほぼ全域に鉄道駅が配置される等、除
外することは現実的でないことから、各対策の推進
を前提とし、居住誘導区域から除外しない

・大規模盛土造成地の基礎調査の推進
・広範囲にわたり発生箇所の特定が困難であることなど
も踏まえ、緊急輸送道路の指定、避難所・避難対策の充
実等発生後の迅速な対応を目指す

ハード対策のほか、リスクの周知とともに河川水位
の監視による避難情報の発令体制などソフト対策も
図られており、浸水区域は市街地の広範囲に渡るも
のの、事前に予測・準備ができる可能性が高い点な
ども考慮し、ハード・ソフト両面の対策の推進を前
提に居住誘導区域から除外しない

津波災害警戒区域
(津波防災法)

都市洪水想定区域など
(特定河川法)

南海トラフ地震や断層帯に係
る地震により地震被害が想定
される区域

南海トラフ地震や断層帯に係
る地震による液状化の危険度
が高い区域

津波災害特別警戒区域
(津波防災法)

都市計画運用指針において災害ﾘｽｸ、警戒避難体制の状況、災害を防止・軽減するための施設状況や整備見込み等を総合的に勘案し適当でないと判断さ
れる場合、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきとされている区域

災
害
イ
エ
ロ
ー

ゾ
ー

ン

土砂災害警戒区域
(土砂災害防止法)

津波浸水想定区域
(津波防災法)
※南海トラフ地震の
　理論上最大規模、
　過去最大規模

想
定
最
大
規
模

リスクの周知とともに河川水位の監視による避難情
報の発令体制などソフト対策が図られており、浸水
区域は市街地の広範囲に渡るものの、想定し得る最
大規模(年超過確率1/1000)の降雨の想定であり、
事前にある程度の予測・準備ができる可能性が高い
点なども考慮し、ハード・ソフト両面の対策の推進
を前提に居住誘導区域から除外しない

・河川護岸整備や河川改修、下水道整備等の推進
・ハザードマップ等による浸水区域等の明示、災害リス
クの周知、避難の啓発
・河川水位監視による避難情報　(避難準備情報、避難
勧告、避難指示）の発令
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広
報車等による避難情報伝達体制

計
画
規
模

ハザード

都市再生特別措置法において居住誘導区域に含まないこととされている区域

　
災
害
レ
ッ

ド
ゾ
ー

ン

災害危険区域
(建基法)

地すべり防止区域
(地すべり等防止法)

急傾斜地崩壊危険区域
(急傾斜地法)

ハード対策のほか、リスクの周知とともに、危険度
が高まった場合の避難の迅速化に向けた体制の整備
など対応も図られているものの、都市再生特別措置
法にて「含まないこと」とされていることから、土
砂災害特別警戒区域と急傾斜地崩壊危険区域につい
ては、居住誘導区域から除外

・土砂災害特別警戒区域からの移転補助
・急傾斜地崩壊対策事業
・宅地造成等の開発に伴う指導・監督
・ハザードマップ等による災害リスク周知、避難啓発
・三重県土砂災害情報提供システム等による情報収集
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広
報車等による避難情報伝達体制　　等

土砂災害特別警戒区域
(土砂災害防止法)

浸水被害防止区域
(特定都市河川法)
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 立地適正化計画  立地適正化計画 

頁 見直し案 頁 現行計画 

32 ≪居住誘導区域の設定≫ 

 

32 ≪居住誘導区域の設定≫ 

 

33 ≪居住誘導区域の参考図（土地利用特性ごと）≫ 

 

33 ≪居住誘導区域の参考図（土地利用特性ごと）≫ 

   

市街化区域の変更など踏まえ図を更新

市街化区域の変更など踏まえ図を更新
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 立地適正化計画  立地適正化計画 

頁 見直し案 頁 現行計画 

35 第 6章 誘導施策について 

目指すべき都市構造の実現に向け、本計画における方針を踏まえ、都市機能誘導、居住誘導及び交通ネット

ワークに係る施策に取り組みます。 

 

 

■中心拠点の都市機能の高度化・集約化 

・…図書館などの拠点的な都市機能、大学やサテライトキャンパスなど学び・交流し・楽しむ都市機能の誘導

とともに、土地の高度利用や再開発の誘導を図ります。 

…主な事業など 

▶中央通り再編事業※ 

▶知と交流の拠点施設整備事業（図書館を核とした複合施設） 

▶大学等整備事業 

▶公園再整備事業（中央通り再編事業、みなとまちづくり関連） 

▶優良建築物等整備事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業 

▶共同建替等誘導助成制度 

▶企業立地奨励金制度 

▶空き店舗等活用支援事業補助金制度 

▶駐輪場の整備 

▶都市・地域交通戦略推進事業 

▶まちなかウォーカブル推進事業 

▶官民連携まちなか再生推進事業 

▶都市構造再編集中支援事業 

▶新しい地方経済・生活環境創生交付金(第２世代交付金)拠点整備事業  など 

39 第 6章 誘導施策について 

目指すべき都市構造の実現に向け、本計画における方針を踏まえ、都市機能誘導、居住誘導に係る施策に取

り組みます。交通ネットワークに係る施策については、四日市市地域公共交通網形成計画において取組を進

めるため、本計画においてはその方向性を示すこととします。 

 

■中心拠点の都市機能の高度化・集約化 

・…図書館などの拠点的な都市機能、大学やサテライトキャンパスなど学び・楽しみ・交流する都市機能の誘

導とともに、土地の高度利用や再開発の誘導を図ります 

…主な事業など 

▶近鉄四日市駅周辺等整備事業※ 

  ▶中心市街地拠点施設整備事業（新図書館複合施設） 

  ▶公園再整備事業 

  ▶優良建築物等整備事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業 

  ▶共同建替等誘導助成制度 

  ▶企業立地奨励金制度 

  ▶空き店舗等活用支援事業補助金制度 

  ▶駐輪場の整備 など 
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【③歩行者動線】
●バス専用ターミナルへの歩行者

動線の確保
●ビューポイント等としても活用

【⑥観光バス】
●スペースを確保

【⑨高架下】
●全車両駐停車禁止
●グランドレベルの横断歩道

【⑩並木空間】
●バス待ち空間や歩行空間、
賑わい空間として有効活用

【⑤バス専用ターミナル】
●バス乗降場の集約化

【①待合・交流空間】
●透過性のある大屋根等

【⑪車道空間】
●片側３車線を２車線化し、歩行空

間等として利用転換

【⑫東海道】
●歩行者動線の確保
（立体横断施設など）

【⑧送迎車両】
●必要な送迎スペースを確保
●乗継動線に屋根を設置
●タクシーと分離（タクシー待機

所を除く）

【自転車動線】
●中央通りの南北に車道混在型の

自転車動線を確保

【③歩行者動線】
●東西・南北方向への

歩行者用動線の確保

至
↓鵜の森公園

【②高架下通路】

【⑦タクシー】
●中央通りへの待機場確保
●一般車と分離（タクシー

待機所を除く）

【④タクシー】

【①待合・交流空間】

【⑥中央通り空間】

【③バス】

【⑤送迎車両】

【②駅前交差点】

【③歩行者動線】
●バス専用ターミナルへの歩行者

動線の確保
●ビューポイント等としても活用

【⑥観光バス】
●スペースを確保

【⑨高架下】
●全車両駐停車禁止
●グランドレベルの横断歩道

【⑩並木空間】
●バス待ち空間や歩行空間、
賑わい空間として有効活用

【⑤バス専用ターミナル】
●バス乗降場の集約化

【①待合・交流空間】
●透過性のある大屋根等

【⑪車道空間】
●片側３車線を２車線化し、歩行空

間等として利用転換

【⑫東海道】
●歩行者動線の確保
（立体横断施設など）

【⑧送迎車両】
●必要な送迎スペースを確保
●乗継動線に屋根を設置
●タクシーと分離（タクシー待機

所を除く）

【自転車動線】
●中央通りの南北に車道混在型の

自転車動線を確保

【③歩行者動線】
●東西・南北方向への

歩行者用動線の確保

至
↓鵜の森公園

【②高架下通路】

【⑦タクシー】
●中央通りへの待機場確保
●一般車と分離（タクシー

待機所を除く）

【③歩行者動線】
●バス専用ターミナルへの歩行者

動線の確保
●ビューポイント等としても活用

【⑥観光バス】
●スペースを確保

【⑨高架下】
●全車両駐停車禁止
●グランドレベルの横断歩道

【⑩並木空間】
●バス待ち空間や歩行空間、
賑わい空間として有効活用

【⑤バス専用ターミナル】
●バス乗降場の集約化

【①待合・交流空間】
●透過性のある大屋根等

【⑪車道空間】
●片側３車線を２車線化し、歩行空

間等として利用転換

【⑫東海道】
●歩行者動線の確保
（立体横断施設など）

【⑧送迎車両】
●必要な送迎スペースを確保
●乗継動線に屋根を設置
●タクシーと分離（タクシー待機

所を除く）

【自転車動線】
●中央通りの南北に車道混在型の

自転車動線を確保

【③歩行者動線】
●東西・南北方向への

歩行者用動線の確保

至
↓鵜の森公園

【②高架下通路】

【⑦タクシー】
●中央通りへの待機場確保
●一般車と分離（タクシー

待機所を除く）

【③歩行者動線】
●バス専用ターミナルへの歩行者

動線の確保
●ビューポイント等としても活用

【⑥観光バス】
●スペースを確保

【⑨高架下】
●全車両駐停車禁止
●グランドレベルの横断歩道

【⑩並木空間】
●バス待ち空間や歩行空間、
賑わい空間として有効活用

【⑤バス専用ターミナル】
●バス乗降場の集約化

【①待合・交流空間】
●透過性のある大屋根等

【⑪車道空間】
●片側３車線を２車線化し、歩行空

間等として利用転換

【⑫東海道】
●歩行者動線の確保
（立体横断施設など）

【⑧送迎車両】
●必要な送迎スペースを確保
●乗継動線に屋根を設置
●タクシーと分離（タクシー待機

所を除く）

【自転車動線】
●中央通りの南北に車道混在型の

自転車動線を確保

【③歩行者動線】
●東西・南北方向への

歩行者用動線の確保

至
↓鵜の森公園

【②高架下通路】

【⑦タクシー】
●中央通りへの待機場確保
●一般車と分離（タクシー

待機所を除く）

※近鉄四日市駅周辺等整備事業〔基本構想案（平成 30年 12月）〕 

〔近鉄四日市駅周辺〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔ＪＲ四日市駅周辺〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市機能誘導に係る施策 

※中央通り再編事業〔「ニワミチよっかいち」中央通り再編基本計画(令和 5年 5月)〕 

〔中央通りの整備方針〕 

 
〔災害時の使われ方〕 

 

のイメージ

・全線を通して、歩行者空間を最大化することで、歩きたくなる空間の素地をつくる

・クスノキ並木を活かした緑豊かで高質なデザインとすることで、まち全体の都市景観形成の軸として空間の魅力向上を図る

・南側自転車道は、将来的な次世代モビリティの走行を見据えた幅員として、中央通り全線で4.0mを確保する

・災害時などの非常時を想定した、避難空間を確保する

まとまった歩行者空間の創出

市民公園

鵜の森公園・鵜森神社

諏訪公園・諏訪神社

東海道

市役所

商店街

A-A断面

B-B断面

車線の削減

車線の削減

幅員4.0mの自転車道整備

南側へ車線の集約

１－７－１．中央通りの空間構成

北

側

北

側

南

側

南

側

車線数を交通量に応じて削減し、

北側車道を南側に集約

北側にまとまった歩行者空間を創出
北側に2mの自転車道を整備

南側に4mの
自転車道を整備

【現況】

【計画】【計画】

車線数を交通量に応じて削減

歩行者空間の拡大

北側に2mの自転車道を整備

歩行者空間の拡大

南側に4mの自転車道を整備

北

側

北

側

南

側

南

側

■空間構成と連携する周辺施設

視点②：まちづくりと連動した交通機能の配置
「交通機能強化」

視点③：中央通りを活用した空間の魅力向上
「空間の魅力向上」

視点①：賑わい・もてなし空間の創出と回遊性の向上
「顔・賑わいづくり」

視点④：社会情勢の変化への対応
「スマート化、レジリエンスの向上」

・商店街に隣接する近鉄四日市駅東側に、バスターミナルを集約する（令和3年度バスタ四日市国直轄事業化）

・周辺の各種公園やバスターミナル、商店街等周辺施設との連携を図る

・西浦通り～市民公園東区間は、中央島を残しながら南北の車線数を減らす

・近鉄四日市駅東～JR四日市駅区間は、南側にすべての車線を集約し、北側にまとまった歩行者空間を確保する

【現況】

西浦通り～市民公園東区間の道路断面（A-A断面） 国道１号～JR四日市駅区間の道路断面（B-B断面）

１）中央通りの被災時の対応について

◆四日市市地域防災計画では、多くの避難者が想定される被災時に、被害の軽減を図るため、大きく２種類の避難所等を整備・指定

◆中央通りについては、今回の再編により屋外のオープンスペースが創出されるため、屋外空間の利用を想定し、避難所ではなく指定緊急避難場所等への活用が望ましい

・中央通りでは、バリアフリーに配慮した歩行者動線、徒歩2分程度の間隔で歩行者拠点広場を設置し、交通結節点となる近鉄四日市

駅周辺には歩行者デッキ、JR四日市駅とみなとを結ぶオーバーブリッジなどの整備を予定している

・全線を通して整備される歩行者動線や歩行者デッキ・オーバーブリッジについては、被災時の避難経路・代替輸送等への動線を基本

的な役割として想定

 要  

・災害時の  回避のため 時的に避難する場所 は   難者が公 交通機 の回 まで待機する場所

・災害種 に応じて らかじめ四日市市が指定
・避難指 などを 令する場 、この指定緊急避難場所への避難を  か 

指定緊急

避難場所

・地域の 民が 時的に災害時の  を回避するための避難場所
・地域からの 望により指定

緊急避難所
（ の の
避難場所）

 要  

・災害   が 用される程度の災害が   は  する れが り、または多数の避難者が予想

される場 に、市災害  本 が、 らかじめ指定されている避難場所の ち  に応じて 設
する の

指定避難所

・  が  等、 の との指定避難所に  ことが 難な が  するための避難所
・ らかじめ 定を 結した  施設などが  

  避難所

（2次避難所）

       場所等：  間  の    を   

・災害時の  を回避するため、 時的に避難する場所または   難者が公 交通機 の回 までに待機する場所

   所等：    の    を   

・  を った 等の避難 活の場所で るとと に避難 活の  拠点となる施設

２－３－２．災害時の使われ方

バリアフリー動線（地上レベル）

バリアフリー動線（デッキレベル）

歩行者拠点広場

歩行者拠点広場
（交通事業者等との連携・調整が必要）

じばさん
（      場所）
（津波  ビル）

(地区 防災資機材等配備)

市民公園
（  用貯水槽310t）

鵜の森公園
（      場所）
（耐震性貯水槽100t）

安島防災倉庫
※帰宅困 者分含む

（拠点防災備蓄倉庫資機材等基本配備）

ユマニテク短期大学
（津波  ビル）

1.0～2.0m0.5～1.0m

  洪水最大浸水深境界ライン
（1,000年に1回  の豪雨を  ）

四 市シティホテル
アネックスビル
（津波  ビル）

  津波浸水範囲
（理論上最大を  ）

諏訪公園
（耐震性貯水槽100t）

四 市市総合会館
（      場所）
（津波  ビル）

（地区 防災資機材等配備）

四 市商工会議所
（    所）
（津波  ビル）

2.0～5.0m1.0～2.0m

  洪水最大浸水深

境界ライン
（1,000年に1回  の豪雨を  ）

三栄公園
（耐震性貯水槽100t）

幸町ビル
（津波  ビル）

四 市建設業会館
（津波  ビル）

今後、公的施設の立地を
 途検討

都ホテル四 市
（津波  ビル）

四 市市役所
（津波  ビル）

市営駐車場
（津波  ビル）

消防施設（※消防車動線等については消防本部と協議）

〔交通結節点のデザイン（バスターミナルの整備に係る事項） 基本目標〕 

 

〔交通結節点のデザイン（バスターミナルの整備に係る事項） 施設配置方針〕 

 

◆ 近鉄四日市駅周辺の現状と課題、「近鉄四日市駅周辺等整備基本構想」にお る近鉄四日市駅周辺等整備の基本的な方向性、バスタプロジェクトの狙いを踏まえ、
四日市バスターミナルの基本目標を設定

近鉄四日市駅周辺等
整備の基本的な方向性

近鉄四日市駅周辺の
現状と課題

バスタプロジェクトの
狙い

四日市バスターミナルの
基本目標

【現状】

◇近鉄四日市駅前広場はバスやタクシー等の交通機能に特化して
おり、駅西側に向かう歩行者動線、待ち合わせや集合場所とな
るような空間がない。

◇駅利用以外はほとんどがふれあいモールを通して人が移動して
いる。

◇駅前広場が四日市を印象付けるような美しい空間となっていない。
【課題】

◆駅北側のふれあいモールの歩行者動線に加え、駅南側の中央
通り側においても、駅西街区や市民公園から駅東側にかけて
の歩行者動線や滞留空間を確保し、回遊性を高めることが必
要ではないか。

◆信号交差点や乗り換えにおける垂直移動などのバリアを減らす
ことが必要ではないか。

◆駅前整備にあわせて民間投資を促し、賑わいを創出する必要
があるのではないか。

【現状】

◇交通ターミナルとしての広さが不足しており、各交通モードが混在
するとともに、バスのりばなどが分散しているため、分かりづらい。

◇バリアフリーに対応する送迎スペースがない。
◇中央通りの高架下には送迎車が多い。

◇近鉄パーキングを利用する車両とバスなどで混雑することがある。
【課題】

◆高齢化社会においてはバリアフリーに配慮したタクシーのりば
や送迎スペースを駅直近に配置する必要があるのではないか。

◆バスのりばをもっと分かりやすくする必要があるのではないか。

◆商店街の賑わいへの寄与等を考慮してバスのりばを配置する
必要があるのではないか。

◆各交通モードと歩行者を分離し、安全性を向上させる必要があ
るのではないか。

◆乗り継ぎ動線に屋根を設置するなど、快適性を向上させる必要
があるのではないか。

視点②：まちづくりと連動した交通機能の配置

【現状】
◇中央通りはクスノキの並木など良好な景観を有する。
◇車道は片側3車線で交通量に対して余裕がある。

【課題】

◆広い中央通りをバスのりばや歩行空間などに優先的に利用し
てはどうか。

◆クスノキの並木空間を歩行空間・緑道とし、文化的な交流が営
まれる場所として利用してはどうか。

◆四日市に訪れた人が美しい景観や眺望を観られる場所を確保
してはどうか。

視点③：中央通りを活用した空間の魅力向上視点①：賑わい・もてなし空間の創出と回遊性の向上

【配慮すべき事項】
①中心市街地の活性化 ②交通結節機能強化 ③都市機能施設への回遊性向上 ④バリアフリー環境の整備 ⑤都心居住の促進

地域の活性化

地域の実情に即した公共交通ネットワークの充実や賢く公共

交通を使う取組により、観光立国や一億総活躍社会を実現。

災害対応の強化

災害時の鉄道等の代替交通機関としてのバスの機能を強化し、

災害時の人流を確保。

生産性の向上

ドライバー不足が進行するバスの運行効率化を促進するとと

もに、バスの利用促進により都市部の渋滞損失を削減

バス停の集約・スマート化
による交通結節機能の強化

歩行者の円滑な移動・乗換
を支援する交通拠点の整備

並木空間の再編による
魅力あるスペースの創造

駅周辺と一体となった
賑わい・歩行空間の創出

防災機能の強化
新たなモビリティや
交通サービスとの連携

民間ノウハウを活用した事業スキーム

民間ノウハウを活用し、ターミナル使用料・商業施設等から

得られる収益によるターミナルの管理・運営を実現。

公益機能の強化

防災機能の強化、バリアフリーの強化、訪日外国人対応の強

化等。

他の交通、拠点、新技術との連携強化

他の交通やまちづくりとの連携、他の交通拠点との連携、新

たなモビリティとの連携

出典：近鉄四日市駅周辺にお る交通結節点整備計画

出典：近鉄四日市駅周辺にお る交通結節点整備計画

並木空間

情報提供施設

チケット販売所

待合空間・コインロッカー

子育て支援（授乳室）

賑わい施設トイレ・パウダーコーナー 魅力ある滞留スペース

防災機能

荷捌き・臨時バス乗降スペース

諏訪栄町交差点
（仮）ターミナル入口交差点

近鉄
四日市駅

あすなろう
四日市駅

近鉄
百貨店

1

タクシープール：8台程度

至 大阪

至 名古屋

凡例

バスのりば
タクシーのりば
エレベータ
エスカレータ

タクシー乗降場

広場

くすの木P入口（既存）

特定車両停留施設
区域設定エリア（案）

◆ ターミナル内に入構する車両は、路線バスおよ タクシー。
◆ 車両動線およ 歩行者空間の利便性・快 性のバランスを考慮の上、

バース・待 広場を配置。

◆ 屋内待 空間と各種機能を連携させ、待 時のワンストップの利便性を高める。
◆ 各島に待 ・券売の基本機能と賑わい施設を配置。
◆ 商店街に隣接した賑わい空間を形成する。
◆ 東海道との交差 には並木と賑わい施設を導入。

バスのりば・車路・待合広場の配置の考え方 各機能の配置の考え方

タクシープール：4台程度

横断デッキ

ペデストリアンデッキ

特定車両停留施設
区域設定エリア（案）

特定車両停留施設
区域設定エリア（案）

※バスバース数及 配置、車路、出入口、横断箇所等は、 係機  議を行い詳細な配置を決定していく

重要な視点

景観への配慮から平面上に低層階での施設配置

基本目標に則り必要な機能を十分に確保

余裕のある配置に配慮するためには、必要に応じターミナル機能や防災機能等を優先

魅力的な賑わい機能の導入により、ターミナルの維持管理・運営に必要な収益性を確保

３）検討を進める上での視点

■都市機能誘導に係る施策 

交通ネットワークに関して施策として位置付け

近鉄四日市駅周辺 

等整備事業を中央 

通り再編事業に更新

近鉄四日市駅周辺等整備事業を中央通り再編事業 

に更新など主な事業の見直し
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 立地適正化計画  立地適正化計画 

頁 見直し案 頁 現行計画 

40 第 6章 誘導施策について 

 

 

■中心市街地を中心とした交通ネットワークの維持・再編 

・輸送力や定時性に優れる鉄道網や基幹的なバス路線について、中心拠点や地域拠点等の都市の拠点を結ぶ

都市の骨格となる公共交通軸として維持・強化を図るとともに、バスやタクシー等の公共交通が相互に連

携し、都市機能が集積する中心市街地を中心とした効率的な交通ネットワークを構築します。 

・鉄道事業再構築実施計画に基づき四日市あすなろう鉄道の施設などの計画的な更新等を進めることで、利

用者の利便性向上や安全性強化を図るとともに、民間鉄道事業者が行う施設更新や老朽化対策等の支援を

行うほか、駅施設のバリアフリー化や駅周辺の整備などを進め、誰もが利用しやすい環境を構築します。 

・居住誘導区域外や交通空白地域などにおける移動手段の確保に向けて、地区の特性にあわせ、駅から自宅

等、端末交通としてのラストワンマイルの合理的な移動手段として従来からの徒歩、自転車に加え、デマ

ンド交通や自動運転技術などの活用について実証実験の実施等、検討を進めます。 

…■広域幹線道路ネットワークを生かした交通利便性の向上 

・北勢バイパスの国道 477号バイパスから国道 1号（四日市市釆女町）間の早期工事着手、東海環状自動車

道・新名神高速道路や鈴鹿四日市道路の整備促進に向け、関係者と連携し取り組むとともに、広域幹線道

路やコミュニティターミナル、道の駅などを活用した交通ネットワークの形成を図ります。 

…■リニア時代に向けた交通利便性の向上 

・リニア中央新幹線開通の効果を最大限享受できるよう、近鉄四日市駅や JR 四日市駅周辺等において駅前

広場やバスターミナル（バスタ四日市）、歩行空間等の整備を進めるなど、本市の玄関口の交通結節機能を

強化するとともに、郊外部の商業施設や駅などから基幹的な公共交通に快適に乗り換えができるような交

通結節点の整備に取り組みます。 

主な事業など 

▶公有民営方式での四日市あすなろう鉄道の運行継続及び利便性の向上 

▶鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 

▶鉄道施設安全対策事業 

▶鉄道駅のバリアフリー化 

▶駅前広場の整備 

▶交通空白地域におけるデマンドタクシーなどの運行 

▶自動運転の導入に向けた取組推進 

▶パーソナルモビリティの導入に向けた取組推進 

▶ＭａａＳの活用 

▶郊外部や近郊の商業施設や駅などを活用した交流と交通の複合拠点（コミュニティターミナル）の整備

検討 

▶渋滞箇所の改善 

▶連接バスの拡充 

▶バスターミナル（バスタ四日市）の整備 

▶中央通りの空間づくり 

▶地域公共交通再構築事業 

▶都市・地域交通戦略推進事業 

▶新しい地方経済・生活環境創生交付金(第２世代交付金)拠点整備事業   など 

43 第 6章 誘導施策について 

 

※ネットワークに係る施策については、四日市市地域公共交通網形成計画において取組を進める 

■中心市街地を中心とした交通ネットワークの維持・再編 

・輸送力や定時性に優れる鉄道網や基幹的なバス路線を維持するとともに、バスやタクシー等の公共交通が

相互に連携し、都市機能が集積する中心市街地を中心とした効率的な交通ネットワークを構築します。 

・鉄道の安全性の強化を図るため、四日市あすなろう鉄道の計画的な更新等を進めるとともに、民間鉄道事

業者が行う施設更新や老朽化対策等の支援を行うほか、駅施設のバリアフリー化や駅周辺の整備などを進

め、誰もが利用しやすい環境を構築します。 

・居住誘導区域外や公共交通不便地域などにおける移動手段の確保に向けて、地区の特性にあわせ、駅から

自宅等、端末交通としてのラストワンマイルの合理的な移動手段として従来からの徒歩、自転車に加え、

デマンド交通や自動運転技術などの活用について検討を進めます。 

 

…■広域幹線道路ネットワークを活かした交通利便性の向上 

・東海環状自動車道・新名神高速道路の整備促進、および北勢バイパスの国道 477号バイパスまでの早期完

成や未着工区間の工事着手に向け、関係者と連携し取り組むとともに、広域幹線道路やコミュニティター

ミナルなどを活用した交通ネットワークの形成を図ります。 

…■リニア時代に向けた交通利便性の向上 

・リニア中央新幹線開通の効果を最大限享受できるよう、近鉄四日市駅やＪＲ四日市駅周辺等において駅前

広場や歩行空間等の整備を進めるなど、本市の玄関口の交通結節機能を強化するとともに、郊外部の商業

施設や駅などから基幹的な公共交通に快適に乗り換えができるような交通結節点の整備に取り組みます。 

 

  

■ネットワークに係る施策 ■ネットワークの方向性 

公共交通ネットワークに関して施策として位置付け
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 立地適正化計画  立地適正化計画 

頁 見直し案 頁 現行計画 

42～

68 

第 7章 防災指針 

 

－  

43 7-2 災害リスクについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  

  

第 7章として「防災指針」を新たに章立て（P42～68）

内水を雨水出水に更新、ため池を追記など
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 立地適正化計画  立地適正化計画 

頁 見直し案 頁 現行計画 

50 7-2 災害リスクについて 

  

－  

52 7-2 災害リスクについて 

  

－  

  

内水を雨水出水に更新

ため池のハザードを追加
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 立地適正化計画  立地適正化計画 

頁 見直し案 頁 現行計画 

60 7-4 防災まちづくりの取組方針 

(1)防災まちづくりの取組方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  

 

  

こうした災害リスクを踏まえ、災害ハザードエリアにおける立地規制や建築規制、災害ハザー

ドエリアからの移転促進、誘導区域からの除外による立地誘導などの「災害リスクの回避」策を

進めるとともに、居住誘導区域等における安全性の向上に向けたハード・ソフト両面の防災・減

災対策などの「災害リスクの低減」策を進めるなど、災害対応力のあるまちづくりを進めます。 

①災害リスクの回避 

災害レッドゾーンなど災害リスクが特に高い区域において、開発行為や建築行為の規制、移転

の促進、居住誘導区域からの除外など、被害を事前に回避する取組を推進します。 

 ②災害リスクの低減(ハード) 

  計画規模や過去最大規模の大雨等による浸水が想定される区域など災害イエローゾーンを中心

に、河川改修や下水道、調整池の整備、砂防等土砂災害対策施設整備などのハード対策により

災害の発生抑制を目指します。また、災害ハザードを完全に抑制することは困難であることを

踏まえ、建物の安全性の向上や社会インフラの耐震化などのハード対策も推進します。 

③災害リスクの低減(ソフト) 

  想定最大規模の災害ハザードなど、ハード対策だけでは対応しきれない災害リスクについて、

情報発信等による市民の意識啓発や避難体制の構築等を推進し、災害発生時における事前の避

難や緊急避難などのソフト対策を推進します。 

【災害ハザードとリスク対策の基本的な考え方イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①災害リスクの回避 

災害レッドゾーンなど災害リスクが特に高い区域に

ついて、被害を事前に回避する取組 

・災害リスクの高い区域の居住誘導区域からの除外 

・開発行為や建築行為の規制  等 

 
 
対
 
 
の
 
る
 
 

 

災害ハザード リスク対策 目指す姿 

③災害リスクの低減（ソフト） 

想定最大規模の災害ハザードなど、ハード対策だけで

は対策しきれない災害リスクについて、災害リスクを

できるだけ低減させる取組 

・情報収集・提供手段の多様化、確実化 

・警戒避難体制整備     等 

②災害リスクの低減（ハード） 

計画規模、過去最大規模の災害ハザードなど災害イエ

ローゾーンを中心にハード対策により、浸水等の災害

リスクをできるだけ低減させる取組 

・河川整備事業、雨水排水対策事業 

・住宅・建築物の耐震化 

・土砂災害警戒区域に関する砂防等土砂災害対策施設

整備の推進             等 

洪水浸水想定区域

家屋倒壊等氾濫想定区域

高潮浸水想定区域

内水浸水想定区域

洪水浸水想定区域

高潮浸水想定区域

内水浸水想定区域

災害ハザード

レ
ッ

ド
ゾ
ー

ン

急傾斜地崩壊危険区域

土砂災害特別警戒区域

イ
エ
ロ
ー

ゾ
ー

ン

土砂災害警戒区域

津波浸水想定区域
※南海トラフ地震の
理論上最大規模、
過去最大規模

想
定
最
大
規
模

計
画
規
模

災害リスク低減のハードとソフトの順序見直し 

砂防事業に関する記載を追記
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 立地適正化計画  立地適正化計画 

頁 見直し案 頁 現行計画 

65 7-4 防災まちづくりの取組方針 

(3)誘導区域の考え方 
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本市では、リスク分析で示すとおり、居住誘導区域内外において、大規模地震に伴う津波や大

雨に起因する洪水、高潮、内水氾濫による浸水、土砂災害などの発生が想定され、浸水被害につ

いては、中心市街地を含む臨海部を中心に市街地の広範囲に及ぶことが予測されます。 

本市は、古くから東海道の宿場町であるとともに港町として栄え、太平洋戦争後には中心市街

地の復興とともに臨海部で石油化学コンビナートの形成が進み、居住地は東海道沿道や鉄道沿線

から形成され、高度経済成長期には郊外丘陵部に大規模な住宅団地が造成されるなど、臨海部を

中心に都市が発展してきました。 

こうした中で、昭和19 年に発生した東南海地震等の地震災害、伊勢湾台風や昭和49 年集中豪

雨、東海豪雨等の風水害などにより、市街地で度々大きな被害を受けてきましたが、道路や鉄道

施設の耐震化、河川・海岸・下水道等の整備などまちの安全性の向上に取り組んできました。 

また、あわせて、ハザードマップ等による災害リスクの周知や避難の啓発、多様な手段（電

話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広報車等）による避難情報の伝達、市民総ぐるみ

の防災訓練などのソフト対策も進めてきました。 

こうしたこれまでの都市形成過程や防災・減災関連の取組状況、観測データの充実やAIも活用

した予測モデルの構築などにより気象予報精度の向上が図られていることなどを踏まえ、今後も

継続してハード・ソフト両面の対策を進めることを前提に、基本的に津波、洪水、高潮、雨水出

水（内水）などの浸水や土砂災害が想定される災害ハザードエリアを居住誘導区域から除外しない

こととします。 

ただし、都市再生特別措置法において居住誘導区域に含めないこととされている災害レッドゾ

ーンの「急傾斜地崩壊危険区域」と「土砂災害特別警戒区域」は居住誘導区域から除外します。 

さらに、今後30年以内の発生確率が60～90％程度以上とされる南海トラフ地震について、事前

予測が困難であるうえ、木造家屋が全壊する可能性が飛躍的に高くなる「津波の想定浸水深2ｍ以

上の区域」は特に災害リスクの高い区域とし、居住誘導区域から除外することとします。 

また、都市機能誘導区域として設定した中心市街地において、1000年に一度の頻度とされる想

定最大規模の高潮による浸水深が4.5m程度と想定されるものの、過去最大規模の高潮では1～2m程

度、津波・洪水・雨水出水による浸水深は想定最大規模で1m程度の想定浸水深となっています。 

一方、中心市街地は、長い歴史の中で商業のみならず地域の文化や伝統を育み、都市基盤が整

い様々な機能が集積した市の活力の中心となる区域で、官民により相当な投資がなされてきたの

に加え、現在、市が取り組んでいる中心市街地再開発プロジェクトに呼応して人口が増加基調と

なるとともに民間投資も進んでいる状況です。 

こうしたことから、一定の災害リスクはあるものの、これまでのまちづくりの経緯や拠点性、

生活利便性の高さなどを踏まえ、本市の活力の維持に向け、引き続き、都市機能誘導区域の設定

を継続し、災害リスクにも配慮しながら中央通り再編や高次都市機能の誘導などの施策を進め、

関係人口の拡大とともに市の活力の創出を図ります。 

なお、誘導区域内においても災害種別ごとに様々な災害リスクが存在していることから、ハザ

ードマップなどにより災害リスクの周知を図るとともに、災害が発生しても市民の生命や財産、

社会インフラなどに致命的な被害が生じないよう災害対応力のあるまちづくりを進めます。 

また、本計画はおおむね5年ごとに施策の実施状況などを評価し、見直しを図ることとしてお

り、今後の人口動向や都市基盤の整備状況、災害の発生状況などを注視しながら、居住誘導区域

の設定などについて必要に応じて適宜見直しを検討していきます。 

事前予測に関連する記載内容を見直し 

都市機能誘導区域に関する考え方を追記
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頁 見直し案 頁 現行計画 

67 

～ 

68 

7-5 具体的な取組 
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災害リスク低減のハードとソフトの順序見直し 

砂防事業に関する記載を追記
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